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法人化して親族（子）に継承

CASE 02

現経営者である父親（60歳）は、親の後を継ぎ、畜産経営（酪農）に
取り組んできた。

ホテル業界に就職していた息子（28歳）とその妻が父親の経営
する農場で就農することになったときに、父親が継承を意識。

＊

＊

＜食料産業・６次産業化交付金＞
　六次産業化・地産地消法又は農商
工等連携促進法の認定を受けた農林
漁業者等であれば、事業制度資金等の
融資を活用して加工・直売施設を整備
した場合一定額が交付されます。

現経営者（父親）と息子夫婦が話し合い、経営理念を息子夫婦と共有。経営理念を踏まえて、中長期の
事業計画を検討したところ、息子夫婦の意向により将来的にはジェラート等の加工部門の導入を予定。
加工部門の導入と、それに向けた従業員の確保を視野に法人化を決定。
継承する資産について、目に見えない資産（飼養管理のノウハウなど）の洗い出しを重点的に実施。

◎

◎
◎

継承前の状況

継承プロセス

①準備段階

目に見えない資産が予想していたよりも多かったため、３年後
に考えていた経営継承を６年後に変更して、経営継承計画を策定。 

１～３年目：飼養管理を習得
４～５年目：経営管理のノウハウを習得
６年目：法人化し、息子が代表に就任。
　　 父親、母親、息子の妻は役員に就任。

②経営継承計画の策定

経営継承計画どおりに６年後に法人化し、息子が代表取締役社長に就任。
施設、機械、乳牛等の資産は、すべて現経営者から法人へ売却し、継承を完了。

◎

◎
◎

③経営継承の実行

継承後はこれまでのホテル業界での人脈等を活かし、酪農体験事業を新規に
実施。ジェラート事業の導入に向け、息子の妻が外部企業で研修を受講した。
父親は、息子が代表を務める法人の役員（会長）として相談を受けつつ、
経営をサポート。

★

★ ★

第三者（新規就農者）に継承

CASE 03

施設野菜を経営。「農業にも定年を」が持論。

自分で決めていた定年間近の60代になり、「親族の誰かが引き受
けてくれるはず」と親族全員に話をしたところ、誰も農業を継がな
いことが判明。廃業するか他の方へ継承するのかを検討開始。

＊

＊

＜資産等の評価＞
　機械メーカー等に依頼し、客観的な
資産の評価額や撤去費用を算出して
おくと継承の検討がスムーズになります。

＜人・農地プラン＞
　話合いを通じ、認定新規就農者も含め
地域における農業においての中心的な役
割を果たすことが見込まれる農業者（「中
心経営体」といいます）が明確になります。
　ご自身の農地をその方々に引き継げる
のか、外部の担い手に依頼するのか等も
話し合えます。［→P10をご参照ください。］

＜農業次世代人材投資事業（経営開始型）＞
　人・農地プランに位置付けられている
認定新規就農者などであれば、親族の
農業経営に従業員として就農し、 5年以
内に経営を継承する場合など一定の要
件を満たしたとき、就農直後の経営確立
に向けた支援（年間150万円、最長5年間
交付）を受けられます。

＜農の雇用事業＞
　新法人設立支援タイプは第三者への
経営継承にも活用できます。
＊具体的には移譲希望者が就農希望者に
経営を継承し、新たな農業法人を設立す
るために実施する研修に対して支援（年
間最大120万円、最長４年間、ただし３年目
以降は年間最大60万円）を受けられます。

これまで培ってきた野菜の生産技術を次世代に引き継ぎた
い意欲があり、廃業時に費用（ハウス等の撤去費用）が数百
万円かかることがわかったため、後継者を探すことを決断。
知人が紹介した就農希望者を研修生として雇用。真面目
な人柄や手先が器用である資質を見込んで、継承を決意。

◎

◎

継承前の状況

継承プロセス

①準備段階

２年間の研修期間に技術指導や取引先（販売先、資材会社な
ど）への引継ぎなどを中心とした経営継承計画を策定。
◎

◎

◎

②経営継承計画の策定

資産の継承は、普及指導センターや税理士と相談の結果、継承
者の資金負担が少ない方法を選択。
▶農地、施設・機械は使用貸借契約を締結し、後継者に使用賃借。
　（農地は地域の標準的な地代、施設・機械は減価償却費相当額）
▶商号、販売先、アルバイトの雇用は引き継ぐ。
研修期間終了時に、継承を実施。

③経営継承の実行

継承後は後継者が積極的に事業を進め、施設野菜の規模拡大に取り組む。
また、地域内の他の農業者にも信頼を得て、共同で野菜の販売会社を設立。
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第三者（地域の担い手）に継承 人・農地プランとは

人・農地プランの実質化の取組に積極的にご参加ください

人・農地プランの実質化

STEP
01

CASE 04

稲作を主体に父親（67歳）が経営。後継者として当てにしていた長男
（38歳）から、「家族とも相談したのだが、今の仕事を続ける」との
意思表示。
他の親族も農業を継ぐ意思がないことを確認。
農業を続ける方法を模索したが、自分の代で農業はやめることと
し、所有している農地等を今後どうしていくのか検討を開始。

＊

＊

＊

＜人・農地プラン＞
　地域の未来の設計図である「人・農
地プラン」の策定に向けた地域の話合
いに参加してください。
　話合いを通じ地域の農地利用を担う
人が明確になります。ご自身の農地をそ
の方々に引き継げるのか、外部の担い手
に依頼するのか等も話し合えます。
［→P10をご参照ください。］

親族への経営継承は断念し、農地、機械・施設、従業員（パート２名）などの資産をまとめて第三者（地
域の担い手）へ引き継ぐことを検討。
地域の担い手である農業法人の経営者とは旧知の仲で、その経営理念も賛同できるものであった
ため、資産の引継ぎを打診し、快諾を得た。

◎

◎

◎

◎

継承前の状況

継承プロセス

①準備段階

農業法人の経営者と話し合って、法人が必要な農業用機械
などの選別、取引先の情報などの継承資産を整理。
農業法人が資産を継承するための資金計画を踏まえて経営継
承計画を策定。

②経営継承計画の策定

◎経営継承計画どおりに資産を継承。
▶農地は、引き続き自己所有することとし、農地中間管理機構を通じて農業法人に貸借。
▶農業用機械は、中古市場で売却。残存耐用年数が長かったトラクターは、農業法人から
　譲渡の要望があったため、時価相当額で有償譲渡。

③経営継承の実行

＜人・農地プランの策定プロセス＞

継承後は、農業用水路の清掃や草刈など農村地域の維持活動に積極的に
参加するとともに、短期的に作業が必要な場合は受託するなど法人の取組を
サポート。

★

　農業者が話合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすこと
が見込まれる農業者（「中心経営体」といいます。）、地域農業の将来の在り方などを
明確にし、市町村が公表するものです。

地域の農業者の年代分布や後継者の有無など地域の状況が
わかるようにアンケートを実施。

＜後継者がいる方＞
地域農業の将来像を話し合って頂く中で、地域の農地のうちどの程度を引き受けるかなどを想定し、
ご自身の経営継承計画等に反映してください。
＜後継者がいない方＞
話合いを通じ地域の農地利用を担う人が明確になります。ご自身の農地をその方々に引き継げるの
か、外部の担い手に依頼するのか等も話し合えます。

令和元年度から２年間で集中的に、
地域の未来の設計図である「人・農地プラン」の実質化を次のように進めます。

地域の声を聞く

STEP
02

地域のアンケート等で把握した状況などを地図に落とし込んで
話合いに活用。

地域の状況を地図化する

STEP
03

話合いは市町村や農業委員等がコーディネーター役を務め、原
則として集落の範囲で実施。
集落の寄合いなど既にある話合いの場も活用。

５～10年後の将来、地域
の農地を誰に担ってもらう
のかを話し合う

STEP
04

原則として集落ごとに、５～10年後に農地利用を担う人を中心
経営体として定める。

話合いの結果をまとめる

人・農地プランの実質化による地域の話合いの再活性化

詳細はコチラへ→
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